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残暑お見舞い申し上げます。
公益社団法人北沢法人会の役員並びに会員の

皆様方におかれましては、ますますご清祥のこ
ととお慶び申し上げます。

この度の人事異動により北沢税務署長を拝命
し、東京国税局総務部営繕監理官から転任して
まいりました湯本でございます。前任の長谷川
署長同様、よろしくお願い申し上げます。

飯野会長をはじめ、役員並びに会員の皆様方
には、平素から税務行政に対しまして深いご理
解と多大なるご協力を賜り、本紙をお借りしま
してまずは厚く御礼申し上げます。

貴会におかれましては、各種研修会の開催や
講演会を通じての、正しい税知識の普及や納税
意識の高揚に努められるとともに、「北澤八幡神
社例大祭」への出店、せたがや産業フェスタに
おける「クリーンウォーク」の開催を通じた地
域貢献活動、あるいは女性部会を中心とした「税
に関する絵はがきコンクール」の開催、青年部
会の「ＳＫＴ連絡会」など多種多様な活動に積
極的に取り組まれておられると伺っております。

貴会が、このような公益法人にふさわしい活
発な活動を展開されていることに対しまして、
非常に心強く思い、また心より敬意を表する次
第でございます。

さて、現下の税務行政を取り巻く課題として、
軽減税率制度及びインボイス方式の導入を中
心とした改正消費税への対応がございます。来
年 4 月 1 日から消費税及び地方消費税の税率を
10％に引き上げるとともに、軽減税率制度の導
入が予定されておりますが、既に皆様ご案内の
とおり、本年 6 月 1 日、安倍内閣総理大臣は「消
費税率の 10％への引上げ及び軽減税率制度の導
入時期を平成 31 年 10 月とする」旨を表明いた
しました。

私どもとしましては、税法の執行機関として
定められた制度を円滑に導入、実施していくこ
とが与えられた役割であると承知いたしており、
今後も必要な情報につきましては、随時、皆様
にお知らせしていきたいと考えております。皆
様方におかれましては、引き続き、ご理解、ご
協力のほどよろしくお願い申し上げます。

結びにあたり、貴会の益々のご発展と、会員
の皆様方のご健勝並びにご事業のご繁栄を祈念
いたしまして、着任の挨拶とさせていただきま
す。

北沢税務署長　湯 本　幸 治

北 沢 税 務 署 長 就 任 ご あ い さ つ
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北沢税務署新幹部ご紹介 ①出身地　②趣味　

③抱負・モットー

転任された幹部の方々（主として法人課税関係）

　　　　前　　　職　　　名	 　氏　   名	 　　　　　転　　　　出　　　　先

　署　　　長	 長谷川 明 男	 緑税務署　署長

　副署長（総担）	 石 井　邦 明	 税務大学校　専門教育部　教授

　特別国税調査官（法人）	 梅 原　久 和	 28.7.9付退職（再任用：東京国税局調査第四部（併任）実務指導専門官）

　総務課長	 木佐貫　  覚	 練馬東税務署　総務課長

　法人課税第１部門  統括国税調査官	 岡 野　正 明	 蒲田税務署　法人課税第 1 部門　統括国税調査官

　法人課税第２部門  統括国税調査官	 甲 斐 千恵子	 相模原税務署　法人課税第 2 部門　統括国税調査官

　法人課税第４部門  統括国税調査官	 小 林　寛 昭	 新宿税務署　特別国税調査官（法人）

署　　長
ゆ  も  と　 こ  う  じ

湯 本   幸 治
①東京都
②ドライブ
（道の駅巡
り）
③和

副 署 長（総 担）
や  ま  だ     　ま   ゆ   み 

山  田　眞由美
①大分県
②旅行、散歩
③平常心

副 署 長（法 担）
つちかわ りゅういち

土 川  竜 一
①東京都
②スポーツ
　観戦
③自然体で

特別調査官（法 人）
むらかみ　よしのぶ

村 上　義 信
①山形県
②旅行、散歩、ス
ポーツ観戦
③明るく楽しく、
    ときには厳しく。
   １年間よろしく
  お願いいたします。

総 務 課 長
み  う  ら 　   ゆ  う  じ

三  浦　 雄  二
①福島県
②野球
③誠心誠意、よ
ろしくお願い
いたします。

法人 1部門統括官
たかやま　くにひこ

髙 山　邦 彦
①東京都
②サッカー、
競泳観戦
③健康第一で
明朗に

法人 2部門統括官
も  り  た  　きょうこ

森 田　京 子
①長野県
②音楽鑑賞、  
旅行
③明るく、楽し
く、前向きに

法人３部門統括官
  た ち ば な　  さ と し

立   花　  哲
①青森県
②音楽鑑賞

③１年間よろ
しくお願いし
ます。

法人４部門統括官
あおやぎ 　 か  ず し

青 柳　和 嗣
①千葉県
②少年野球
③一日一日を
大切に

法人５部門統括官
ひらやま　　ひでゆき

平 山　秀 行
①東京都
②スポーツ観戦
③１年間よろ
しくお願いい
たします。

審理担当上席
しみず きょういち

清水　恭一
①東京都
②文芸
③ワーク・ラ
イフ・バラ
ンス

審理担当官
とみづか     や す よ 

富 塚  恭 代
①神奈川県
②ホットヨガ・
お料理つくり
③今事務も、楽しく
頑張ります。よろし
くお願いします。

◆愉快な生活の創造と果敢な挑戦◆
☆リネンサプライ　☆クリーニング

　   株式会社 玉川繊維工業所

本社　東京都世田谷区松原3-40 - 7
　　パインフィールドビル6階
TEL　03（3327）1111（代表）
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北沢税務協力団体主催　税務懇談会・意見交換会

　平成 28 年 7 月 28 日( 木) 午後 5 時 30 分より、

東京オペラシティ54F の東天紅にて、北沢税務協

力団体主催の「税務懇談会・意見交換会」が開催さ

れました。

　当会に先立ち午後 4 時 30 分より別会場にて、湯

本新署長をはじめ新幹部の皆様と、協力団体長との会議が開催

されました。各団体長からは前期の活動報告と今後の予定( 計

画) などの話し合いがおこなわれ、また「税を考える週間」で

の事業等について議論されました。

　意見交換会は、本年の当番会の北沢青色申告会の木浦木事務

局長の司会により、飯野北沢法人会会長の開会のことば、湯本

新署長のご挨拶をいただいた後に、三浦総務課長による新幹部

紹介が行われ、その後税務署幹部の皆様に演台に整列していた

だき、団体ごとに名刺交換が行われました。

　懇談会では約 80 名もの方々にお集まりいただいた会場は

熱気に溢れ、新任幹部また留任された幹部も混じり、今後より

一層の交流が深めることが期待できる有意義な会となりまし

た。

北 沢 税 務 署
湯本署長

開会のことば
飯 野 会長

《意見交換会次第》
司会　(一社)北沢青色申告会 木浦木事務局長 

開会のことば…………………………………………   飯 野 光 彦  

署長あいさつ…………………………………………   湯本幸治 様

署新幹部紹介…………………………………………   三浦雄一 様

閉会のことば…………………………………………  石 塚 一 信

《懇 談 会 次 第》
開会のことば…………………………………………   喜々津 英二

乾　　杯………………………………………………   土川 竜一様

中  締  め… ……………………………………………   北 山  雅 也

閉会のことば………………………………………      島 田  益 吉

北 沢 間 税 会 会 長

北 沢 税 務 署 副 署 長

東京税理士会北沢支部支部長

北沢納税貯蓄組合連合会会長 

( 公社) 北沢法人会会長

北 沢 税 務 署 長

北沢税務署総務課長

(一社)北沢青色申告会会長

北沢税務署湯本新署長からのあいさつが行われた
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厚生委員会・組織委員会主催　会員増強・大型保障制度推進会議

　平成 28 年７月８日( 金) に下北沢「ラ・ベファーナ」にて、

厚生委員会・組織委員会の主催で「会員増強・大型保障制度推

進会議」がＡＩＵ損害保険会社から7 名、大同生命保険会社か

ら8 名、飯野会長をはじめとして北沢法人会から23 名の計38

名の参加で開催されました。

　飯野会長の開会挨拶に続き、第1 部の推進会議が始まりまし

た。最初にAIU 損害保険の八舟部長による「経営者労災対策の

重要性」についてセミナーがあり、労災保険と社会保険の違い

等を交えながら、労災保障についてわかりやすく説明して頂き

ました。何か起こってからでは遅すぎる、事前の備えの重要性

を皆さん改めて理解したことと思います。

引き続き、大同生命保険㈱、AIU 損害保険㈱それぞれから、大型

保障制度、ビジネスガードについてのお知らせと説明、更に㈱

クレディセゾンからビジネスカードのご案内がありました。

　今年は平成 26 年から始まった全法連が推進する「3 年10

億増収計画」の最後の年であり、目標達成の為に重要な年です。

当日の会は限られた方々だけとなりましたが、各支部で会員皆

様に伝達し、多くの会員様への普及に努めていただきたいもの

です。

　第１部の最後は、馬場組織委員長から会員勧奨のお話で締め

くくられました。

　また、第２部の懇親会では、ＡＩＵ保険会社、大同生命保険会

社の方々と和気藹藹の和やかな時間を、美味しい食事とお酒と

共に過ごしました。

　ＡＩＵ保険会社様、大同生命保険会社様　有意義な時間とお

食事をありがとうございました。

　今後ともよろしくお願い致します。

( 厚生委員会　委員　齋藤 方子)

開会挨拶をする飯野会長

AIU損害保険㈱
八舟部長

平成28年度　初級簿記講習会修了式
　本年も東京税理士会北沢支部の協力をいただき、「初級簿記

講座」が平成28 年5 月30 日( 水) から7 月6 日( 水) の毎週月・

水曜日18 時〜20 時で開催されました。

　受講者は昨年同様11 名にご参加いただき、12 回の講義で

一人の脱落者もなく全員に修了証をお渡しすることが出来

ました。

　講義最終日の7 月6 日( 水) の講義の前にお時間をいただき、

修了式を行いました。ま

ず市川事業研修委員長

より修了証の授与が行わ

れ、引き続きご挨拶をし

ていただきました。

　次に、指導講師の小貫

正人先生、廣田純子先生

からの総評をいただき、

最後に修了書を手に皆様ニッコリ笑顔で集合写真を撮影し修

了式を終えました。最後まで出席された受講者の皆様、そして

講師の先生お疲れ様でした。

（事務局　廣住　純）修了証を手渡す市川事業研修委員長

晴れやかな笑顔の受講者の皆様
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平成 28 年熊本地震　義援金募集へのご協力 報告
　平成 28 年熊本地震では、熊本県内で甚大な災害が発
生し、熊本県全市町村に災害救助法が適用され、大分県
においても多くの被害が生じました。
　地震によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の
意を表しますとともに、被災された皆様に心よりお見舞
いを申し上げます。被災地にご親類やご友人、知人の方々
がおいでの会員の皆様にはさぞ心痛のこととご推察申し
上げます。一刻も早い復旧復興を願っております。
　北沢法人会として役員の皆様に義援金を募ったとこ
ろ、下記の方々から寄附金をお寄せいただきました。こ
れら善意の義援金 355,000 円は7 月 29 日付で日本赤
十字社に振込させていただきました。義援金は日本赤十
字社を通じて被災地の皆様に届けられます。ご協力頂き
ました皆様に、心から御礼申し上げます。

　また、全法連からの被災会への直接支援の呼びかけに
応じ、北沢法人会５ 月12 日の第1 回理事会で審議した
結果、北沢法人会も賛同し義援金を拠出すること、また
金額については正副会長に一任することで承認をいた
だきました。ついては５ 万円を６月30 日付で、みずほ銀
行 四谷支店 公益財団法人 全国法人会総連合「熊本地震
被災地 法人会支援口」に振り込みしたことをご報告さ
せていただきます。
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　平成 28 年６月 13 日（月） 13：30 から

法人会館３Ｆにおいて、北沢税務署清水上席

をお招きして消費税が10％に引き上げられ

ると同時に導入される軽減税率制度のポイ

ントについて、短い時間ではありましたがお

話しをしていただきました。

　そもそも軽減税率とはなにか？から始ま

ります。

　一般的に課される標準的な税率よりも、特定のものについ

てだけ低く設定される税率のことで、一般消費税の税率が

8% から10% に引き上げられる予定であるため、食料品など

の生活必需品について軽減税率となるのだそうですが、その

線引きのところを理解するのが難しいです。関連した業種の

方々はそれに伴う経費の出費もありますし、請求書の書き方

も変わってくるということで、講演が終わった後も活発に質

問をされていました。

（女性部会 副部会長　坂田 裕紀子）

北沢税務署
法人課税審理担当
清水上席

　昭和信用金庫主催による「ビジネスマッチング交流会 

2016」が、新宿西口 エルタワー30 階サンスカイルーム

にて催された。

　“地域で事業を営む皆様の「製品・商品・サービス・技

術のPR」「他社・他業種との新たな連携」「新たな販売先

の開拓」など、新たなビジネスチャンスの創造を目的とし

て”という主旨にて催されたもので、本年も例年通り７月

７日に行われた。

　開催に先立ち、昭和信用金庫理事長 神保和彦氏、世田

谷区長 保坂展人氏、東京都商店街振興組合 連合会 理事

長　桑島俊彦氏などのあいさつが行われ、オープニング

セレモニーを飾った。

　毎年七夕の日に行われている理由は、「ビジネスに織り

姫と彦星のような出会いを求めて…」とのことで、各種商

談会や「WEB を活用した販路開拓方法」（協力：東京都

よろず支援拠点）や「売上げアップ＆生産性向上へICT

活用事例」（協力：東京商工会議所地域振興部）などのセ

ミナーも開催された。

　なお本年の出展者数は団体を含む合計53 社で、当会か

らは、飯野会長の東洋ドライルーブ㈱をはじめ、蜂谷副会

長の株式会社ＤＣＳＴ、経堂支部 せんでん横丁、千歳台・

船橋支部 株式会社ニットク、明大前支部 ブロードメディ

ア・サービス㈱などが出展した。

（明大前支部  塩原 孝夫）

　　　　　〜地域事業者間の交流を図って〜
「ビジネスマッチング交流会」開 催

昭和信用金庫理事長
神保 和彦 氏

世田谷区長
保坂展人氏

東京都商店街振興組
合連合会  理事長
桑島 俊彦 氏

トピックス

女 性 部 会 　 公 開 税 務 研 修 会
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＜質問＞
１.私は弟がマンションの一室を賃借す
るに際して弟から保証人になるように
頼まれ、保証をしました。家賃は２５万
円で賃貸期間は２年間です。その後弟は
３回契約の更新をしましたが、私は更新
に際し特に賃貸人から保証の意思の確
認も受けたことはなく、更新の契約書に
も保証人として署名捺印はしておりま
せん。弟は２回目の契約更新後から家
賃の滞納が始まり（更新時点で2.5ヶ
月分）、３回目の更新後はほとんど家賃
を支払っていませんでした。弟は賃貸人
から契約を解除され、立退をしました。
私は弟が家賃を滞納していることを聞
いていませんでしたが、賃貸人から突然
６５０万円余り（約２６ヶ月分）の滞納
家賃があるので支払うようにとの内容
証明郵便がきました。更新後の契約書に
は判もついていませんので、私は、保証
人としての責任を負う謂われはないと
思いますがどうでしょうか？
２.また、保証人としての責任があるとし
ても、賃貸人はもっと早くに契約の解除
をすることもできたので、私の責任は例
えば１年分の家賃に限定されるという
ようなことになることはないのでしょ
うか。
３.現在民法の改正案が国会で審議され
ているということですが、家賃の保証に
ついて何か改正はないのでしょうか？

＜回答＞
（本件の結論）似たような事案( 更新後の家
賃が 33 万円で、滞納家賃は 850 万円余り）
について最高裁（平成９年１１月１３日判決）
は、保証人に全面的に責任を認めています
ので、本件の場合も保証人は全面的な責任
を負わなければならない可能性が高いと
思われます。借家人の保証人になるには重

い責任を覚悟する必要があると言えます。
（理由）
１. 最高裁は、①建物の賃貸借は、期間満了
後も、借家法により賃貸人が自ら建物を使
用する必要があるなどの「正当事由」を具
備しなければ、更新を拒絶することができ
ず、賃借人が望む限り、更新により賃貸借関
係を継続するのが通常であること、②賃借
人のために保証人となろうとする者にとって
も、右のような賃貸借関係の継続は当然予
測できることから、賃貸借の期間が満了し
た後における保証責任について格別の定め
がされていない場合であっても、反対の趣
旨をうかがわせるような特段の事情のない
限り、更新後の賃貸借から生ずる債務につ
いても保証の責めを負う趣旨で保証契約を
したものと解するのが当事者の通常の合理
的意思に合致するとして、更新後の未払家
賃についても保証人の責任を認めました。
２. 一方、 最高裁は、賃借人が継続的に賃料
の支払を怠っているにもかかわらず、賃貸人
が、保証人にその旨を連絡するようなことも
なく、いたずらに契約を更新させているなど
している場合に保証債務の履行を請求する
ことが信義則に反することもあり、その場合
は保証人に請求できないこともあるとして
います。最高裁は先に掲げた事案について、
保証人に全面的な責任を認めていますが、
その後の下級審では、最高裁のいう信義則
違反があったとし、保証人の責任を一定の
範囲内に限定し
た事 例もありま
す。
　ところで、賃貸
人としては、賃料
の不払いがあれ
ば契約を解除し、
不払賃料の拡大
を防ぐこともでき
ますので、賃貸人

に信義則違反があったとして保証人の責任
を一定の範囲内に限定される場合もありま
すので、賃貸人は、この点気をつけた方がよ
いでしょう。
　なお、厳格な要件が必要ですが、保証人
から保証の解約権が認められることもあり
ますので、保証人は家賃の滞納がないかを
時々確認などするとよいでしょう。

（民法の改正案）民法の改正案では、個人
が保証人となる不動産の賃貸借契約から
生じる債務の保証も一定の極度額を定める
ことが必要だとしています。現行法では、個
人がする貸金等に対する根保証（一定の範
囲に属する不特定の債務を主たる債務とす
る保証契約）に極度額を定めるよう規定し
ていますが（極度額を定めなければ無効と
なります）、改正案では、個人のする根保証
であれば貸金等に限らず極度額を定めな
ければ無効としています。具体的には、不動
産の賃貸借契約から生じる債務の保証、継
続的な売買取引等から生じる売買代金の
保証、被用者についての身元保証について
も極度額を定めることが必要になるとして、
個人のする根保証について規制の範囲を
広げています。なお、極度額をいくらにする
かについて特に限定する規定はありません
が、極度額を必要以上に大きくすると全部
又は一部について無効となるおそれがあり
ますので、保証を受ける側でも、注意が必要
でしょう。

借家の合意更新と保証人の責任

URL：http://marunouchi-law.com/
e-mail：sakuma@marunouchi-law.com 

まず電話やファクスをしてください。

（月曜日～金曜日・10時～5時）

TEL 03(3211)7733(代)  FAX 03(3211)7738弁 護 士
佐久間保夫先生
（S47年東京大学卒）

丸の内法律事務所

東京都千代田区有楽町1－10－1
有楽町ビルヂング404区 〒100-0006

法  律  相  談

＊長年にわたり当記事の執筆を頂いておりました佐久間保夫先生ですが、佐久間先生の寄稿による記事は、本号を持ちまして
　終了となります。長い間ありがとうございました。（広報委員会）
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村　上　葬　祭

１．通勤途上の災害には労災保険の適用が

　従業員の通勤途上での災害には労災保険が適用されま

す。

　もちろん会社が労災保険に加入していることが条件で

あることは言うまでもありません。ここで改めて労災保

険についてご説明をしておきます。労災保険とは、正しく

は労働者災害補償保険という名称で、労働者を一人でも

雇い入れた場合は加入が義務付けられています。ここで

いう労働者とは、正社員に限らず、アルバイトやパートタ

イマーの方であっても、その対象となります。つまり、待

遇はどうであれ、労働者を一人でも雇い入れた瞬間に保

険関係が成立しますので、速やかに加入の手続きをする

必要があります。

　ただし、労災保険は雇用保険とは違って無記名式なの

で、事業所として加入をしているかどうかが問われるこ

とになります。この労災保険には、本来は労基法において

仕事中のケガや病気に対して、使用者に無過失責任を負

わせて治療費や休業補償費などの支払いを義務付けてい

ることから、それに対する保険として事業主の負担を軽

減するためのものです。ですから、もし仮に労災保険に加

入していなかった場合は、労基法上使用者がその治療費

や治療のための休業にかかる休業補償などを行わなけれ

ばなりません。仕事中の（業務に起因する、かつ、業務の遂

行による）ケガや病気以外にも、通勤途上の事故によるケ

ガなどもその対象とされていることから、労災保険が適

用され、治療費や休業補償費などの給付を受けることが

できます。

２．対象となるのは

　労働者災害補償保険という名の通りに、対象となるの

はあくまで労働者です。ですから、会社の代表者である社

長や取締役の方はその対象には含まれません。ただし、特

別加入制度というものがあって、社長や取締役の方も特

別に加入してその対象とすることができますが、すべて

の状況において対象となるわけではありません。細かな

説明はここでは省略しますが、詳しく知りたいという方

は個別にご相談ください。

３．通勤災害とは

　次に通勤途上の災害とはどのような定義があるかをご

説明します。まず、「通勤」とは、就業に関し、住居と就業の

場所との間の往復または就業の場所から他の就業の場所

への移動や住居と就業の場所との間の往復に先行し、ま

たは後続する住居間の移動を合理的な経路および方法に

よって行うことを言い、業務の性質を有するものを除く

とされています。また、上記の移動の経路を逸脱し、また

は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその

後の移動は「通勤」とはなりません。

　ただし、逸脱または中断が日常生活上必要な行為で

あって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により

行うための最小限度のものである場合は、逸脱または中

断の間を除いて「通勤」となります。つまり、わかりやすく

言うならば、会社の帰りにちょっとコンビニに寄って買

い物をする程度であれば、コンビニに寄っている間を除

いて「通勤」となるということです。居酒屋に寄って軽く

一杯というのはその後は「通勤」とは認められません。

４．通勤災害の給付

　ご存知のように労災保険の保険料は全額会社負担と

なっていますが、通勤災害は本来は使用者には全く責任

のないものです。にもかかわらず労働者を保護するとい

う目的から、労災保険の対象とされています。

　その給付は通常の業務災害とほとんど同様になされ、

その内容は、療養の給付、療養の費用の給付、休業給付、障

害給付、遺族給付等があります。もし、万一労働者の方が

通勤災害に遭ってしまったときは、労災保険の適用があ

ることをお忘れなく。もちろんその前に会社として労働

保険の適用をされていない場合は、会社を守るという意

味からも労災保険の加入は必ず行ってください。

「大切ですよ！就業規則」第 33 回  社会保険労務士　松崎 直彦ワンポイント
アドバイス

〜 通 勤 災 害 〜

松崎社会保険労務士事務所
人事・労務管理を通じて働きやすい職場を作り、
会社の業績アップのお手伝いをします。

TEL.03(3307)3723　　FAX.03(6909)1159
e-mail : mzk11450@xpost.plala.or.jp
HP ： http://www.matsuzaki-office.jp
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経 理 の 知 識

国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳の会計処理
国又は地方公共団体は、先端産業の育成あるいは地域

産業の振興のための施策として、民間企業が一定の目的
に沿った設備を取得しやすくするため、様々な補助金の
制度を設けています。民間企業が、国庫補助金等の対象と
なる特定の設備を取得して、同一事業年度に国庫補助金
等を受領した場合、原則的な会計処理では、国庫補助金
等収入の金額が、法人税の課税所得を増加させますので、
せっかく国の施策に基づく補助金等を受け入れることが
できても、相当額の法人税額が増加して、政策の効果が減
殺されてしまいます。

そこで法人税法では、上記のような場合、当該事業年度
において直ちにその国庫補助金等の全額に法人税を課税
せず、固定資産の耐用年数にわたって課税を繰り延べる
特例を設けています（法人税法42 条①、法人税法施行令
79 条、80 条、80 条の2）。この特例を受けた経理処理を「圧
縮記帳」といいます（企業会計原則注解（注24））。

税務上、圧縮記帳の経理処理には、「直接減額方式」と
「剰余金の処分方式」が認められています。直接減額方式
は、国庫補助金等で固定資産を取得した際に、固定資産の
取得価額から国庫補助金等の金額を上限とする金額（圧
縮限度額までの金額）を控除（圧縮）した金額を固定資産
の帳簿価額とし、税務上の償却の基礎となる金額として
減価償却費を計上します。

以下【設例】により具体的な金額で圧縮記帳の経理処
理とその効果を検討してみましょう。
【設例】 3 月決算であるＡ株式会社は、平成28 年4 月に国

庫補助金の対象となる機械設備を15,000,000 円で取得し、
直ちに使用を開始した。同月に5,000,000 円の国庫補助金
を受領した。減価償却は定率法、設備の税務上の耐用年数
は６年（償却率0.333、保証率0.09911、改定償却率0.334）で
ある。
【経理処理①（直接減額方式）】

　28 年度の会計処理は（表１）のとおりです。28 年度の
決算上は、国庫補助金収入（特別利益）と固定資産圧縮
損（特別損失）が相殺されて、国庫補助金相当額の課税
所得は発生しません。また、機械設備の本来の減価償却
費は、15,000,000 円×0.333 ×12 月／12 月＝4,995,000 円
であり、決算上の減価償却費は、1,665,000 円だけ少額と
なります。６年後の償却完了までの金額の推移は（表２）
のとおりです。
　直接減額方式による減価償却費と本来の減価償却費
との差額は、（表２）の減価償却費差額の合計額に見られ
るように国庫補助金相当額に一致します。このように直
接減額方式による圧縮記帳は、固定資産の償却対象価額
を圧縮額まで減額することで、減価償却費が国庫補助金
相当額だけ圧縮され、結果的に課税所得が繰り延べられ
ることになります。
【経理処理②（剰余金の処分方式）】

　直接減額方式は、固定資産の取得価額を圧縮したり、
これにより国庫補助金収入が相殺されたりなど、税務上
の要請から本来の会計処理が歪められる面があり、適
正な損益計算の観点から剰余金の処分方式を採用する

東京税理士会
北沢支部伝授

（表１）

（表２）
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第２回 教えて！税
ぜいきんぱちせんせい

金八先生！
皆さん、こんにちは。今回で２回目の授業になります。今年の夏は満喫されたでしょうか。
9月になってもまだ暑さが続きますね。暑さに負けずに税金について勉強していきましょう！

Ｌｅｔ‘ｓ　ｔｒｙ！
第 1問　次のうち、法人税の納税義務者となる法人はどれでしょうか？
①日本銀行　　　　　　②東京大学　　　③日本中央競馬会（ＪＲＡ）

第 2問　酒税の対象となる酒類とはアルコール度数が何％以上の飲料をいうのでしょうか？
①０．１％　　　 ②１％          ③ ２．５％

＊答えは 22 ページに掲載

□ 東京税理士会・北沢支部の紹介：私たち税理士は、税務の専
門家として納税者の皆様の少しでもお役に立てるよう日々
邁進しております。何か税務のことでお困りの際は、東京税
理士会北沢支部までお気軽にご相談下さい。
　東京税理士会北沢支部
　東京都世田谷区松原6−1−10アイリンマンション3B
　電  話： 03(3322)7894 ＦＡＸ : 03(3323)3571
　mail: kitazawa-shibu@ zeirisi-kitazawa. org 

ケースが多くみられます。この場合は、28 年度では、まず
（表３）のように、本来の金額で会計処理を行います。さ
らに期末決算処理として、（表４）のように剰余金処分の
会計処理を追加します。すなわち、国庫補助金相当額の
繰越利益剰余金を圧縮積立金に積み立て、減価償却費差
額相当額を圧縮積立金から取り崩します。
　圧縮積立金の積立額は、法人税の課税所得の計算上損
金として扱われ、会計上国庫補助金収入として計上され
た利益は、この損金と相殺されることで、補助金を受け
た事業年度において補助金の課税は実質的に見合わさ
れることとなります。圧縮積立金の取崩額は法人税の所
得計算上益金として扱われます。会計上は本来の減価償
却額が計上されていますが、減価償却費差額分の金額に
ついて圧縮積立金を取り崩すことで、課税所得の計算上
は実質的に直接減額方式による償却費を計上した場合
と同一の結果を得ることができます。
　現行の会社法の下では、法人税法などの法令の規定に
基づく剰余金の積み立て又は取り崩しについては株主
総会の決議は不要とされ、上記のように法人税等の税額

計算を含む決算手続として会計処理することとなって
います（会社計算規則153 条①、②、企業会計基準適用指
針第９号25 項）。具体的には当期末の貸借対照表に税法
上の積立金の積み立て及び取り崩しを反映させるとと
もに、株主資本等変動計算書に税法上の積立金の積立額
と取崩額を記載（注記により開示する場合を含む）し、
株主総会又は取締役会で当該財務諸表の承認を受ける
ということです。
　「注記により開示する場合を含む」とは、決算日の翌日
以降決算の確定の日（定時株主総会の日）までに剰余金
の処分により圧縮積立金を積み立てる場合（この積み
立ては翌期の株主資本等変動計算書の変動数値となり
ます。）は、注記によりこの旨を記載し、定時株主総会の
承認を得れば当期の課税所得計算上損金に算入できる
というものです（法人税法施行令80 条）。この場合、実務
的には、国庫補助金相当額5,000,000 円から第1 期目の減
価償却費差額1,665,000 円を控除した純額3,335,000 円を
圧縮積立金の積立額とすることとなります。

（表３）

（表４）

□ 執筆者の紹介
・ 税   理   士： 鈴　木　竹　夫 
・ 事務所所在地： 世 田 谷 区 松 原
　　　　　　　　２－37 －15 －５階
・ 電 話 番 号：  0 3（３３２５） ８４９８
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　ちとふな祭りが、平成 28 年７月 17 日（日） に千歳船橋

駅前広場と周辺で開催されました。ちとふな商店街主催。町

会の船橋会、北沢法人会、船橋睦会の協賛です。駅前が整備さ

れた2008 年から夏と冬の年２回づつ続けています。

　模擬店、特設ステージでは、船橋希望中学校の吹奏楽部、東

京チンドン倶楽部、ものまねパフォーマンスなどの芸が披露

され、楽しく笑いありで、にぎやかな会場でした。

　子供のスタンプラリー、ちとふなカードの満点カードの抽

選会も長蛇の列です。商店街のキャラクターの「ちいちゃん」

も登場して人気です。

　北沢法人会も税金クイズ問題、約200 枚、大人用と子供用

を用意しました。地域の皆様と一緒に考え、学ぶ、交わりの有

意義なひとときを持ちました。

　梅雨時にもかかわらず、天候もほどほどに良く、地震もあ

りましたが、すべて無事に終了。このような交流の場が与え

られて感謝です。

（千歳台・船橋支部 副支部長　多田 佳子）

千歳台・船橋支部 ち と ふ な 祭 り

建設業許可・産業廃棄物許可・入札参加資格申請

出口太郎行政書士事務所
行政書士　出 口 太 郎

〒156-0056 世田谷区八幡山3−28−14−103
TEL.03(6304)6430  FAX.03(6304)6250

 http://degichi.gyosei.or.jp

葬儀全般・家族葬・直葬・慶弔・生花・花輪
〜霊安室も完備しています〜

株式会社 北 進　 おくりびと
代表取締役　北 澤 史 朗

本　 社：〒166-0013　杉並区堀ノ内１−１７−２
世田谷営業所：〒156-0044　世田谷区赤堤5−4−4

TEL.03(3313)9444 http://hokushin.e-whs.net/

N

　平成 28 年 6 月 24 日（金）、スポーツクラブ＆スパル

ネサンス経堂クラブにて第2 回スポーツフェスタを開催

いたしました。

 　北沢法人会各支部、会員の方が 22 名参加されました。

　蜂谷副会長・丸山支部長のあいさつのあとトレーニン

グスタート。 

　普段運動不足の方も、ストレッチ＆ウォーキングで準

備運動。女性の方からは、音波振動マシンが大変好評で楽

しみました。

 　スタジオではヨガのプログラムを体験。その後温浴施

設を利用しました。

 （経堂支部　幹事　佐々木 一）

経 堂 支 部 主 催  第 2 回ス ポ ー ツ フ ェ ス タ
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　平成 28 年 7 月 23 日（土）・24 日（日）の２日間にわた

り開催された、毎年夏の恒例行事「経堂まつり」にて、北沢法

人会経堂支部として今年もブースを出展しました。

　今年は暑すぎることもなく、雨が降ることもなく、とても

快適な気候に恵まれた２日間でした。

　ブースでは、「法人会のクイズ大会」と題して“親子で楽し

めるクイズ”を大々的に実施しました。今回で４年連続の企

画となり、知名度も上がってきているようで開始前からブー

スには行列ができるという光景も見られました。

　『税金は何種類あるのかな？？』『世田谷区商店街連合会の

ゆるキャラは？』等々、税金や世田谷区にまつわる５つの質

問に対して３択式で答えてもらい、全問正解した人にはクジ

引きで豪華景品をプレゼント！残念ながら全問正解できな

かった人にも参加賞をプレゼントし、小学生のお子さんから

親御さんまで幅広い世代の方々にご参加していただき、楽し

んでもらうことができ、昨年は 200 名でしたが、今年は 300

名の参加をいただき大盛況でした。

　丸山支部長をはじめ、支部メンバーの全員で協力して当日

の準備を万端にできたことによる好結果です。今年も景品の

提供や協賛いただいた経堂支部会員有志の皆様どうもあり

がとうございました。

　そして参加してくれた皆様、実行メンバーの皆様、暑い中

本当にお疲れ様でした。

（経堂支部 幹事　稲川 純一）

経堂支部   恒 例  「 経 堂 ま つ り 」

　平成 28 年６月14 日Ｊ：ＣＯＭイースト世田谷局におい

て『消費税の軽減税率』をテーマに公開税務研修会を開催

しました。今回は説明 35 分質疑応答を25 分とし、講師で

ある経験豊富な北沢税務署の清水上席による適切で解りや

すい説明、弁護士でもある桃尾氏の巧みな司会、熱心な受講

者の質問で真剣に考える研修となりました。

　先延ばしとなった消費増税と軽減税率ですが、課税事業

者かどうか、仕入れ時期に影響する税率の扱い、いずれ導入

されるインボイスの仕組みなど企業にとって極めて重要な

問題であるため参加者は切実に考えざるを得ない状況にな

りました。

　今回も他支部の方々も多数参加され懇談会では互いの情

報交換や交流がなされました。さらに会場を提供頂いたＪ：

ＣＯＭさんがこの季節にふさわしい横断幕で会場の雰囲気

を盛り上げてくださり大変充実した税務研修会となりまし

た。

　なお、参加総数は 25 名、会員 24 名、一般１名でした。

（経堂支部 副支部長　廣瀬 知樹）

経 堂 支 部 公 開 税 務 研 修 会
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　平成 28 年６月 21 日法人会館 3F にて、公開税務研修会

& 相続のことについて学びました。

　税務研修会は、北沢税務署の清水上席から軽減税率制度の

ポイントを分かりやすくお話していただきました。対象とな

る品目は、①酒、外食を除く飲食料品②週２回以上発行され

る新聞( 定期購読契約に基づくもの) です。ケータリングは

対象には含まれません。

　その他、帳簿及び請求書等の記載と保存、税額の計算、適格

請求書等保存方式( いわゆるインボイス制度) について説明

していただきました。

　相続のお話は、ファイナンシャルプランナーの廣川哲様か

らしていただきました。

　普段はあまり聞いたり考えたりしませんでしたが、知ると

いうことは選択が増えて勉強になりました。若干、時間が足

りなくてまた聞いてみたいとの声もありました。

( 梅丘支部 副支部長　平塚 早苗)

梅 丘 支 部    公 開 税 務 研 修 会

北沢税務署 法人課税
審理担当   清水上席

ファイナンシャル
プランナー 廣川 哲氏

　平成 28 年８月５日（金） 北沢タウ

ンホール12F スカイサロンにおいて、

「下北沢支部第一回公開税務研修会」

を開催いたしました。講師の先生は、

今回で４回目となる税理士 田辺洋二

先生でした。当初、消費税率の変更を

踏まえて、消費税の理解を深めるため

の講演を企画しておりましたが、消費

税率アップが延期となったため、前回同様、相続税対策の講

演となりました。

　題名は、ずばり、「円満な相続のために」です。相続税対策も

もちろん含まれておりますが、やはり一番大事なことは、残

された家族が「円満」に相続できること、これに尽きると思

います。「相続は、お金持ちだけが考えること」という認識し

か持っていなかった方々も多く、目から鱗が落ちる内容に、

会員の方々は、興味深く聴いておりました。

　配られた資料には、ご不幸があったときに、どのような

手続きを、どこに、何日以内に出さなければならないか、順

を追ってわかりやすく書かれた表がついており、いざとい

うときに慌てることなく対処できるようになっておりま

した。また、具体的な事例、勘違いしやすい項目、法律や相

続税の対策以上に「残された家族に対して気持ちを伝え

る」ための付記の重要性など、一味違った講演内容でした。 

　第二部の異業種交流会では、新規会員様の紹介、ＰＲをし

つつ、軽食をとりながら各々が名刺交換や意見交換を活発に

行っておりました。毎年新規に加入する会員が多い下北沢支

部では、このような異業種交流会を数多くこなすことで、会

員同士のつながりを維持する必要があると改めて感じまし

た。また、北沢八幡例大祭の法人会ブースへのお手伝いを表

明してくださった会員様もたくさんいらっしゃいました。支

部内での交流を活発に行うことが、法人会活動への理解を深

め、社会や地域に貢献していただける契機になるのだと確信

できた交流会となりました。

（下北沢支部 幹事　長沼 洋一郎）

下 北 沢 支 部  公 開 税 務 研 修 会

講師：田辺 洋二氏
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UNI-W.COM
5376-7233

モノクロ名刺 /100 枚＝ 780円～  カラー名刺 /100 枚＝ 980円～
A4  片面カラー印刷（裁ち落としのないもの）/100枚＝980円～
A4  両面カラー印刷（裁ち落としのないもの）/100枚＝1,880円～
カラー＋モノクロ  角丸ショップカード /100 枚＝ 1,980円～
カラー＋モノクロ  ＤＭはがき /100 枚＝ 2,980円～
長３封筒（A4 3 折サイズ）モノクロ印刷 /100 部＝ 1,580円～
角２封筒（A4が折らずに入るサイズ）カラー印刷 /100 部＝ 3,980円～
A4  4 ページ 全カラー（２折）パンフ /100 部＝ 3,780円～
A4  8 ページ 全カラー（中綴じ）冊子 /100 部＝ 7,580円～
A1  ポスター（光沢コート）/1枚＝1,580円  ★全て税別

 カラー印刷もっと身近に!  （株）ユニワールド世田谷区松原2 - 3 4 - 9　TEL.03-5376-7233
 カラー印刷もっともっと身近に!  （株）ユ ニ ワ ー ル ド　 

*クリスタル名刺*

181mm×55mm 
（通常名刺の２倍サイズ）

100枚  2,980円 
（税込＊初回・版制作代は別途）

ステンドグラス

の

イメージ

透明フィルム ＆ レーザーカラー印刷
受け取った人が

クリスタル名刺

いままでなかった

経 堂 支 部  「SAKE＆WINE  BAR 月夜の」会　員　紹　介

経堂駅南口・ 農大通りを下って中程を左折したところに
あります「月夜の」 です。

おかげ様でこの夏に２周年を迎えることができました。
「月夜の」は京の町屋風のしつらえで、靴を脱いで上がって

いただき、ゆっくりとくつろいでいただける空間を心掛けて
おります。

おばんざいをはじめ、フードメニューももちろん、日本酒・
焼酎・ウィスキー・カクテルなど取り揃えておりますので、
どうぞお気軽にお立ち寄り下さい。

ジャズや 70 年 80 年代の洋楽のBGM と共に、めっぽう
明るい母娘がお迎えいたします。

　10 年以上続く、 明大前・梅丘支部のゴルフコンペに経

堂支部にも参加して頂き、7 月 27 日( 水)、三支部ゴルフコ

ンペを、小野支部長に手配して頂き、山梨県の河口湖カント

リークラブにて、34 名の参加で行われました。経堂 5：30

梅ヶ丘 5：45　明大前 6：00 に出発し、１人の遅れもなし大

型バスの車中、千葉・丸山両支部長の楽しいトー

クの中、予定通りに到着しました。

　あいにく富士山は拝めませんでしたが、この夏

の暑さを忘れる涼しさに、あまり汗もかかず全員

18 ホールアウトしました。

　パーティーはいつもバスの中でビール、焼酎等

を飲みながら行われ、優勝は何故かいつも上位に

入る、明大前の憎まれ役 A 氏、準優勝は、私が 13

位にはメンバーに恵まれた？広瀬淡副会長。

　女性優勝は明大前の平沢さん。

　ベストグロスはいつもいつも梅丘の佐藤寛さ

ん。

　ブービー・ブービーメーカー共に、明大前支部

の青年部でした。

　夕方18：00 頃にはバスの中は、会員も飲み物も空っぽで

した。

( 明大前支部 副支部長　藤倉 幸彦)

三支部(明大前・梅丘・経堂)合同ゴルフコンペ

所在地：世田谷区経堂1-11-13 長島ビル1F
電　話：03-3439-2755
営業時間：月〜土　18；30 〜25：00
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リ レ ー 後 記

税 金 ク イ ズ の 答 え
第１問　答え　①
　日本銀行は株式会社であり、原則通り納税義務者となり
ます。一方、公共法人は法人税を納める義務がないとされ
ています。（法人税法 2②）。公共法人は法人税法別表 1に
定められており、国立大学法人や日本中央競馬会は公共法
人として定められています。

 第２問　答え　②
　酒税はお酒にかかる税金です。お酒はアルコール度数が
１度（％）以上の飲料と定義されています。「アルコール
度数」と「飲料」という 2つの条件を満たさなければなら
ないということです。
飲料とはいわゆる「飲み物」のことであり、例えば醤油はア
ルコール度数が１％以上ありますが飲み物ではなく、調味
料なので酒税はかかりません。

「蓮池薫氏講演会」申込受付終了

　９月16日 ( 金 ) に行われる「蓮池 薫 氏 

講演会」は、お陰さまで多数のお申し込み

を頂き、会場の定員に達しましたので、申

込の受付を終了させていただきます。

　なお、既にお申し込み済みの方におかれ

ましては、当日の混雑が予想されますので、

開演20分前までに受付を済ませてご着席

下さいますようお願い申し上げます。

担 当 副 会 長　善養寺 大作
事業研修委員長　市 川　  孝

◇オリンピックに感動◇
　リオデジャネイロ　オリンピックの感動有
難うございました。
　第 31 回オリンピック競技大会（2016/ リオ
デジャネイロ）が日本時間8 月6 日（土）に開
幕、日本から男子174 名　女子164 名が参加、ま
さに筋書のないドラマが繰り広げられ、結果と
して12 個の金メダル8 個の銀21 個の銅、合計41
個は前回ロンドン大会38 個を上回る結果とな
りました。
　12 個の金メダルを取った選手の最後までの
執念の戦い、本当に素晴らしいと思いました。
　特に体操競技団体・個人（内村航平）バトミ
ントン女子ダブルス（高橋礼華・松友美佐紀）
の大逆転勝利、女子レスリングの4 つの金メダ
ル、柔道で3 個の金、水泳で2 個の金。
　その他に陸上トラックでの 400M リレーで
アメリカを抑えて2 位の銀メダル、テニスでは 
96 年ぶりの銅メダル（錦織圭）も素晴らしい日
本人で初めてのメダル獲得が多く感動致しま
した。
　メダルに届かなかったが入賞者が47 人、合わ
せて88 人が入賞いたしました。
　最後の５秒まで諦めないで逆転し４連覇を
成し遂げたレスリングの伊調馨選手おめでと
うございます。（今まで４連覇を成し遂げた選
手は　アル・オーター／カール・ルイス／マイ
ケル・フェルプス）の３人。
　誠に残念でしたが、責任感が強く、今大会を
勝利へ引っ張って４連覇に挑んだ吉田沙保里
選手ありがとうございました、本当にご苦労様
でした。
　メダルが取れた選手におめでとう、取れな
かった選手にも感動のメダルを差し上げたい
気持ちでいっぱいです。

　特にメダルを取れなかった方に希望のメダ
ルを！
　アスリートの皆様多くの感動有難うござい
ました。
　引き続きパラリンピックが９月８日から９
月 19 日まで開催されます。 皆で応援を！
　4 連覇を成し遂げた伊調馨選手は常に進化し
続けているそうです。 私達、広報委員会も公益
社団として常に良き方向に進化し続けていき
たいと願っております。

（経堂支部　蜂谷 和明）
--------------------------------------------------------------------------------------

◇会報誌に思うこと◇
　“踊る阿呆に、見る阿呆、どうせ見るなら

踊らにゃそんそん”
　調子の良い囃子のリズムに乗って、７月23
日・24 日と昼からウキウキした気分で、今年も
例年のごとく、北沢法人会経堂支部は駅前交番
横にテントを張り、祭りに参加すべく支部役員
が分かれて、それぞれ税金クイズ担当、パンフ
の配布担当と、汗だくになって活動していた。
　毎年、我がテント前は、子供・大人と入り混
じっての税金クイズに、真剣に取り組んでいる
風景は見事で、頼もしい限りであると感じた。
　それぞれ担当した役員の方たちは、お囃子の
リズムは耳にそれども、目には何も映らなかっ
た様である。
　毎年、税金クイズの商品は支部会員有志から
寄付して頂き、役員の方々には、その商品の袋
詰めの手伝いと仕訳で、連日大変なお世話を掛
けていた。
　会報作りも全く同じで、各支部の委員会役員
が毎号手分けしながら、会員にいかに見てもら

える会報にするか、試行錯誤しながら編集して
いるのである。
　毎号編集しながら思うことは、各支部とも会
員のために、様々な企画で税務講習会や旅行会
等を実施して、魅力ある法人会にしようとして
いるのが手に取るようにわかる。
　だいぶ以前から良く言われている事で、配布
された会報を広げてみた事が無い会員が数多
くいる様である。私が支部長時代には、各支部
ともそれぞれの担当役員が、会報誌を手配りし
ていた時代で、配りながら先月号はどうでした
と聞くと、封も切らず事務所の隅に積まれたま
まになっているのを良く見掛けたものである。
　良く、退会理由で、何のメリットもないと
言って退会されていく法人も多くみられる様
であるが、このような法人の方は、支部が開催
する講演会やイベントなどにまったく出席さ
れたこともなく、本部と会員をつなぐ唯一の会
報誌を一読もされていない様である。
　我々が真剣に編集している、北沢法人会の会
報を各会員の方々が１ページでも目を通して
もらえる様な誌面作りに努力して行きます。
　一読されることを願いつつ…。

（経堂支部　上栁 隆一夫）
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個人ローン個人ローン
お使いみち自由お使いみち自由 目的に応じた各種ローンも

ご用意しております
目的に応じた各種ローンも
ご用意しております

平成28年 4月 1日現在

■ご融資金額／ 500 万円以内（パート、アルバイト、主婦、年金受給者の方は 50
万円以内）

■お使いみち／健康で文化的な生活を営むために必要な資金（ただし、事業性資金
は除きます。）

□ 実際にお借入いただく日の金利が適用となり、お申込時の金利と異
なる場合があります。

□ 毎月のご返済額等につきましては、本支店窓口にて試算いたします
ので、お気軽にお問合せください。

□ 審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめ
ご了承ください。

□ （一社）しんきん保証基金が保証しますので担保・保証人は不要です。
□ 金融情勢の変化などにより内容を変更・中止させていただく場合が
ございます。

□ 一部繰上返済・期日前完済・条件変更をされる場合は所定の手数料
がかかります。

各種ローンをご用意しております。
お気軽にご相談ください。

カードローンカードローン
ショッピングや旅行、

冠婚葬祭等に安心の一枚。
快適な暮らしと急な出費を

サポートします。

ショッピングや旅行、
冠婚葬祭等に安心の一枚。
快適な暮らしと急な出費を

サポートします。

詳しくは昭和信用金庫各店窓口係
または右記フリーダイヤルまで
お問い合わせください （平日9：00～17：00）

0120-87-2315


